
龍岡委1員 ■ 1

肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (案)に |つ しヽて ―‐
´    22:9。 1青E岡 資 .晃

ュ 各委員の
'ご
意見、専門家のプレゼンテーションを拝聴し、改めて医療等

の面での組織的かつ効果的な、現実的な対策の必要性を認1識し、肝炎対策推進

の基本的な指針の策定には、国家及び1地方公共団体の視点に、患者,家族の視点、

医療等:関係者の視点、そして、広く国ヽ的操点から,検討が1必要で|る ことを

強く感じています。          1  年    | 、    :
この対策の推進には、.医療面の対策が肝要であること.は いうまでもないこと

ですが、私は、その推進・実現のため11も、出者lll係者にllnら ず、広く国民■
j投に、肝炎に対するIしい知識ヽの普及啓発が極めて重要であると考えます。

このlil点 を中心に、若千の点にっいて述べさせていただきます。     :
2 肝炎患者等に対する偏几・差別の問題について        |
(1)肝炎患者等に対する偏見1差別1の問題も、肝炎自体にういての正確な

力1識の欠乏に起因するものが多いのではないかと昼ォつれます。そうで―あるとす

るならば、正確な知識の普及啓発は、|の間鯛の解消人の重要な弊となり、1本

きな意義があると思います:      l  i    ‐

(2)こ の点は:、 指針案の第■の(2)に盛り込まれていますが、表題を [肝炎

に関する正しい知1識の更なる普及啓発Jと 明確にし、医療面での本来的な対策

とそれに関連する諸施策を支える重要な柱として:この指針でも強調されるベ

きであると考えます:           ‐

(3)差別1偏見に関してはt具1体的事Jllを集積してtプライバ
′
ジ,に配慮

した形で、一定期間ごとに公表すべきであるとの意見がありましたがt一っの

方策であるょうに思われます:

具体的事例の集積と、例えば肝炎に対する誤解から:生 じたものであるなど原

因を分析し、これに対する対応策が示されるならば、'偏兄や差別などの間1題
1状

況の解消に役立つとともにt‐般的な耳しい知識の普及啓発にも寄与するもの

と思われます。   1  ■‐

.(4)差別偏見から不当な取扱いや処遇を受け、あるいは精神的な損害を受

けるなどした場合には、いわゆる薬害訴訟等のように、最終的には、裁判所に
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聾甲琴早
=711

‐1警青吉本める|キ ||なると昼|■事すがヽ裁判外でも

'第

二者的な公正な機蘭
:■ にようて、調停等の手続で、1解

1決するこ―.|ができるよ,にするこ―と―も、考えら
■るよlク

11椰いま|す。llT条に関する、?|1管イ|した警蘭ヽ 考えりれますか:ス

|‐ 1[「彗FF'11ビ1111111111,“すサT,1や|||■
‐●:|1肝|:71ィ ル1検査キィンイ́ シヽこのFn5題|に―らぃて1  1 `■ 1 1 ■

属撃線::霜施こII菫」オ
あう.|,指摘がありました。その大きな

辱甲|の|つ■イラィ́`シ■の侵|に対すo不安、不信にあることがうがか:られ
●ます。′  |||:    |,■.li            l1 1

(2).肝茨レィルス:検査は人の生命||も
.関わる問題であるとの指摘があち

ましたが、この1問題とプライバシ■の間産をぃなに考えるか:趣‐重の判ulFは 首
ず1明 らかであるとも―いえる.■面、人の置かれている状況等によつて様々 な考|
‐え方があり得る.と ■ろであり、|その調和ホをどこに求めるか難しい問題であ―る
|と思ぃます:‐ |,‐     ■11■

‐|     :
(3):肝炎ウィルス検査の受験率を高めていくためには、組織的な体制

1の
|

1構築.が重要であるこ―とはぃうまでもなぃ1思`いますが、これを支え、組織体市i

が実効的|に機能するためには11検査に伴,ィライバシ‐に関する懸念・不安や|

不信を解消しでャ‐、く,こ とが必須不可久であぅと考えます。例えばt7pラ斗

'(↓

:

響押し、どの‐相齢され
議博8省:::二讐11:I,I:まど.す傘説明すo?鮮、つろ

～
(Ⅲ叩1姜用

|す:)|1本く国1民■般|1広報し周痴tそい、/こ |が考えられ、|?本は■指針||

|おいて|も う少し韓調き|れてもよいと思‐います。           ||‐ ||

|.(01既11庁炎ウィノンス検査結果‐の報告めなり方や検査結果を的権な治恭
等に紫げるた.めの適

=|な
活用方法‐等にっ|｀て関係機1由等たお|チ :る

:カ
ンドライーシー‐

‐が本走ぎ||||、 かなら実効

“

|1方秦

"ヾ

講|られ|‐きそtヽる1,そ―
す:|、 1念

ずしヽ 全国的総合的な取組み■な0(LIぅ、ぁるように思われます:この方策 :

を充実、発暴さ:せるこ:と も考えられるべ:き
:ではなぃかと思しヽます。  ■ ::‐

‐‐1自暴1般が晏心しそ月1炎ウ|ルス裏査を1撃林できる.よ うな体Hljt豪境―を構築|

2
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するためには、既に作成されているプライバシ■についても1配慮̀し たガイドラ

インやマニ三アルなども集約して、′より総
.合

的:な
―
ガイドラインやマニユアクンを

策定1作成し、魯者等や医療関係者等|1限|ら ず広く国民■般に周知|し、|の面で

の
｀
理解を促進することも必要であると思います::| 

´
■  |

(3)肝炎自体のみならずプライバシニ保護に関|する正確な知識の普及啓
発は、プライバシーについての不:安などから、1検査を回避し、治療も国避する

ような社会的状況を根本的に解消してV‐ くヽ,上
'そ夫きな力:となり|.IT炎対策推進

法の趣旨・目的の実現に向けて本いに,寄与していくもあと信じます:   :
(6)こ のような考え方が現実的で有効な方策で―あ―ると1響:解 |■るたoll

も、肝炎に対する正確な知識、医療の現林と将本に対する正確な知識の普及啓

発が極|め て重要であり、この点を指針により明確な形で構り漆むことが望まし

いと思われます。          :
.以上に関連して付言しますとt知識の普及啓1発は■国、地方公共団1体、医療

機関のみならず、新聞テレビなどのメデイアの理解と幅広い協力が求められる

ほか、若い世代から学校等における教育にも取り入れ:ら れるべきであると思い

ます。           .    ‐
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南部委員一① l '

iF「 ‐‐観覇蠍[針11=:二:[1せょ五|
‐
肝炎対策推準室様        ‐ |

IE~同市東保凛所の南部由美字です。     ■||      | ■        .

1製月警賞警逗:ご専措喜‐菫夕FIIど
― _ |‐ :

| | |1         1   . . |            ‐                            ‐て
|‐ 1雪

'2雪

質:言響差警[笙奮潟署暮斌昔筆雛 13:ス ,キ患:まで11:三 二

66



平丼委員Tl

肺 イ
'テ

レイヨ 静
暉 ‐蜘 鯰 躍

性    難 L二 三
77月イ~三″奇 ①

・

“

峯,|1犠郷rl

点 …
。セユ1均蔵

'い
".1層薦▲́二″夕

`¨

瀦靱 万雇百;可V以赫    翻̈

..11:1,言 ζ :llilif::(li:::|:i:i:

洛厚■,

レこ/b・

諄脇   …
ゃキ』陶剣肛〕;|を塾́移 ×

懃霊 1重I驚考l♂ 1,…

1 
‐  ~  ~.=.ブ

~下二~期
響 甲 解 趣 胸 晩

単 ■ 嚢 瑠 醸 轟 群

‐

611'



平丼委員T②
l

D・・|:`,   |       .         、,一 ,‐    
…
   …

一

… Ⅲ
'い

 襲

t'感嘔盤

.=ノ61″

|__3`.
二立 撼

０
・　
¨

裁ス̈ケづ

¨r ‐_L… __…二_…_二…_..、 中二‐■|・・・・

68



松岡委員■ 1

厚生労働省 健康局 疾病対策課
肝炎対策推進室 肝炎対策指導係 西 塔 哲 様

/  指針 (案)に対する意見

2010.8:31.
‐

松岡1貞江

協議会で言い足りな/J・ったこともありt:意見提出の機会を作っていただきt喜んでいます。

全体としては具体性がない、基本指針ができてこう変ゎるというイメージが明1確でなtヽ。

指夕11の組み立て方として、肝炎対策基本法の示す9項 目に沿うことはわかるが、

① ‐第1;のなかに (1)か ら (6う までのJ賃 目を立てる必要があるか、(1)だけでよい

と思う。

② 第2から第9ま での各項日||(1)今後の取り組み―の方夕1・ について ;と (2)今後取り

組みが必要な事項にっぃて ,と 分けてある。すでに実施中のことを推進する。継続する

という記載をする必要があるのか。それを (1)現状と課題として、(2)はより具体

的に今後の目標を明確にしてほしい。         、

患者の治療支援にういて、財政問題を言われるが、肝炎忠者はこれまでの対策ですでにピ
ニクを越えているのではないか。今後 10年もすれば費用は半分で済むようになる、今苦

しんでいる人に焦点を当ててはしい。

また地域の特性に応じた・・というが、現に東京・北海道など、自治体独自で支援できてい

るところと、そうでないところで、患者の治療Jlt境が大きく違ラ91進んだ取り組みを国と

して取り入れて地域問格差がないようにしてはしい6

細かいところは手書き修正意見を送ります。  | ‐      ‐

以上
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を本人が把握するためOF炎ウイルス検蓋については、建

織な真着主体にぉぃて実施されていることや、プラノバシ

ていう場合がある|“ す●ら:当蒙横査の受検状況の実簿

る●1また、肝炎ウイルス検壺未受検者やt受検しているが

'ヽ

なt｀暑等:ぃまだ感彙の事実を2Htしモitな ぃ肝炎患暑

=゛

れる.   ‐
EO方針に基づき、通切な肝炎ウイルネ検奎あ―層の推達

おけうユ様結果あ正しぃ警|を促し、必要に応じ下|フな

である。

=く
とも■回lt肝大ウイルス検

=を
受けることが可能な.T

整備するこ                 |
かんがみtすべての日民i:、 少なくとも‐回は肝炎ウイル

必要であることにういて″薔及啓発を徹底することもに、

わ奨を行う。               ・

ウ 肝姜ウイルス検
=の

受検結果にらぃて、受検者書自が正しく認識できるよう。

161奨雲雹縫三実験劣息真庭翼19r亀霊憲;理:ξl,11'とがんとい:た重
腐な蒲態に進行する|このた|め 、肝美のみならず、肝炎から進行したIT瞑変や肝が

:ん を含めた肝炎E編の水準の向上等に向けて、肝淡に関する基礎、饉床、みび疫学

研究等を総合的に推進す /●必要がある。

また:肝炎患者
=の

負担軽減額 するよう:肝笑対策を緯台的に推進するための

1寛鵞驚1群∬雪ひ:

√議電:震離雷難雅懲雲範I蹂きし鯰夏E緊撮I
:性の付着する器具あ共有、性行為等、感染の危5ttゐ|る行為に興味を抱くように

なる午ftに対し,1た :肝炎I■っいての正しい知

=■
理解を深めうため、集ャ崎な

つ

効果的な取組が必要である: |  |     ■

‐ ll″ヒ`う′'=

拌査前■び検査結果通コ■におぃて|、 F炎の需t年に関する正しい知撃
について

の情颯提供を徹底する.

工 肝災医療に養わる者が:最新の肝炎検査に闘す0知ユを修構することは、通切

な治擦方針の決定や、思者｀の適薇な競鴨を行う上で非■に重要である。このた

め、肝炎匿衰に構わる著に対する研修,篠会を確保する必要がある。

崚

LIτ奪雲:聖雲警習電li:植1」 、現状の息 を離 するととti■ 新た計

記について取り組む必要がある。        ・
ア ロは、現行の「特定感染壼検

=等
事業J:及び「健康増進事業J:こおいて行つ

ている肝失ウイルス検壼11ういて、実施主体である埠方公共団体に対し、検査

実施とその体制菫犠を働き力Jけ る。

イ ロIt、 1肝炎ウイィレス検童の実施■ついて、実施主体で|る地方公共甲年に対

と羅 :露懲鑑 蹴 雪l讃蹴 鱗

|:轟itti鷺種ti錢畿職摯;I:

オ
ご:景YT童霊量11:雲曇:[1穏蒸距:「:喜脇   〔精|

■,働きかけを行う
=    

■ 1    1‐  |  |   ‐

IF臭属塁L撃町管鍔警 鶴絶鰐務皐糊
中期計青にまづき、拠点病院等機章的立■にある饉壼従事者に対しく最麟の知

|■を踏まえだ府炎検査をmlf炎医療に関する研彗が行われるよう指示する.

第4 肝炎E薇を提供する体鵬0●I■|す0事項‐ |     |
(1)今後0取組の方針11うし、で

「| _     ‐

たI賃凛島管童息       蹴 雷ユむ苦通ξ
｀

が指摘されているこ      :           | ‐ ヽ
. 

こあため、十記の方針に基らき
=癖

炎患者もあ早動かつヨ切な治療を重に持進して

いく必要があろ・       
‐

蒔
コ
珈
脚

ｌ
ω
　
一

。(1)今後o取錮の方針にっぃ、
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薬事法 (昭和35年法絆第 115号)の規定による製造照元の承認に買するよう、

治験及び陣床研究の活性化の政組を推進する.   ‐

ウ 肝炎E豪のための医薬品を含めな 特に必要性が西い匡薬品及tFE療機器が逮

やかに医療現場に導入されるために、書童の迅速化等の必要な措置を講じる。

(2)今後取組が必要な事項について

ア ロは、肝炎等のE療水準の向上等に資する、癖炎医療,ためのE薬品,開予等

に係ら研究を提 する。.

イ ロli、 肝炎医療のための医薬品を含めた医薬品開発さに係ろ治験や臨床研究を

3:き 続き推進する。

ウ ロは、肝失医療に係ろ新薬、新匡療機慕与については、優れた製品を迅速に匿

療の■場に提供できるキう、有効佳や安全性に関する書査体制の充冥強化等を回

るなど承認箸査の楓糠化や質の向上に向けた取組を推進していく。

工 国fキ、肝本医療■係るE薬品,,う ち 欧ヽ結 国で承認等されていうが国内で

未承IBの E軍晏等であうて、医療上必要性が■|ヽ と認められるものについては、

関係企業に治験実施等の開発
=締

の取組を,Iき焼き行う: t

第31肝■に目する書発及JmmO● 2菫びに肝4● ●の人権め尊重に出すo事項

(1)今後の取組の方針について                       ,
肝炎に係る正しぃ轟洩こらぃては、多く■口民:|十分■

=遺
していないと考えられ

るたり、下記0方針,こ基づき |ヽリ ー層●警琴啓発及V情報提供をi■ める.必要がある.

:ア 肝表ウ4・ルス検査の受検を促連し、また、肝表ウイルスの新たな感染を予防

するため、すべての国島における、肝夜の予防:病篠及び治療に係る正しい理

督が輩むよ,十及啓発及び情颯提供を推進するこ   |  ■  |
イ 早期かつ適切な治療を促すた0.肝炎患看等,1肝炎の病態及び治療に係1正 し

,常鑑覇晨雫』麓講麒聾麗鴛Tl当二1:ぉぃてふt.|

1書筵li麟:1',芋≒琴手・
く2｀ 今後漱薇が必要な事項:tついて   '
上記の方針を実現するためt ilき籍き、ヨ状の取組を推進する1と もに、訴た|こ下

記の事項について取り組む必要がある。     |            ‐
テ 由は1平成22年 5月 のWHO議会において、世界肝炎デーの実施力i決議され

たことを踏まえ.財日法人ウイルス肝炎研究財団め実施する
'肝

露週商Jにぉ

tヽて、集中的な軒炎の普及啓発を行う。
i    :

と,わけ:近年我が日における感染事旬の報告がある急性B型肝炎 (ジ ェノ

I :`ケギ:,「1の F`子

に
,ri:liiξ3〕書lうltili薫:猟

ときれているため、HlV書と同じく:性感染症としての認識を促し、予

"策

を

議じる必要があることについて普及啓発を推進する|

イ コは、許炎患者等ヽあ受療勧奨活動として、医療保険者、医師その他の医療徒

事者の団体t産業保健に従事する者の団体、事業主口体等の協力を得て、肝炎

の痛態、知識や肝炎匡素に係ろ確制度についてt善及啓発活動及び情韓提供を

推進する。

ウ 日は.肝炎患者等や医師■のこ療従事者:産業保健に従事する者、事業主等の

関係著に向けて、各々の立場で必要な情報を重理し、肝表の病態や治療方法、

予防のために必要な事項についての分かりやすいリーフレット年を作成し、情

報提供する
`工 国は、地域における医療機関において、籠共に係るlmt提供が週切になされる

よう、肝炎情報センタ‐における情報提供確能を発案させるよう要請する。

オ 都道府県は、拠点病院つ相談センターを自知するための普及啓発活動を推進す

● ●

力 国は(事業主が肝炎ウイルス横査を実施する場合の検
=結

果η取薇いに,いて

プライパシァに記ごした瀬正1通知と検薇議果の取扱いについて破めて周知す

る。

11,慕1露輩慧:驚露議胤 轟鳥1羹

0■後の最籠●方針に■ttt  
 ` ｀       |

ア 藤奥尋者寄やその家族ホ.府炎と向き合いながら治環を含む生活あ質あ向上
‐  に取り組めるよう、相談支援体制の充実を回り、精神面であサポ■ド体制を強

才γ藤見L二年よ薫暮理
=撃
裏tt二けた場基、肝臭証 人■人の人継」二

重し、不合理な重扱いを解消するためt適切な滝ヽ を維じることができう体制

.づくりを進ゅる: |            |

19 fl冒雰諄讐箕霊軍冒礎鷲I桑晨
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肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (案 )修工箇所   
｀

【3ベージ1                     ‐

第3 肝炎検査の実施体静l及び検査1ヒカの向上に関する・n4「 項           ‐     ‐

(1)今後の取組の方針について       :
1行 日 健康保瞼組合や事業二年の多様な～ ゴ `療保険者や事業主め多様な～ へ修正  , 、

【4ベージ】

(2)今後取組が必要な事項につい
′
て

ウ、国は、多様な検査機会の確保を目的として、卜養堡1陰者や十業二が労働安全衛生法 (昭 和‐47年法律

第 57号 )に 基づ く健雄診断の機会をとらえて:史:れ す
iろ

1肝 炎ウイルス検査1こ つtヽ ては、継続して実施

されるよう働きかけを行うbあ、わせて、事業三が実施ナろ
'サ

合の検査結果の1え 薇いについて、プラ

イバシーに配施 した適工な通知と結果の取扱いについて改めて周知する。      |   `

→ 国は、そ様な検査機会の確保を目的としてv広療保険者が行う拠冽:診 査 (健 Jこ 保険法第 150条 )や

事業主等が行う健ネ診断 (労 働安
/.N術 生規11第 14‐条)の機会をとらえて矢施する月十炎ウイルス検査

については、継続し

`実

施されるようψきかけを行う。ゎゎせtt医 療保険者や事業主が■施する

場合の検査結果の11扱 いについて、―プライ六シ‐に配地 した迪二な通‐知 と―結果の111及 いについそ議

めて周タロする。               .

:5ぺ ∵ジ】

(1)今 後の取組の方針について

イ 地域保健や産業保健に 1カ わる者を合めた関係者の連 lll～     : ‐

⇒ 地域保健や職4・ 産業保健に携わる者を合めた関係者の逹場

ウ 肝炎恙者等が、労働‐と継統的な吹療を両立させることができる環境|づ くりに向けて、
`|き

続き、事

業主、職成・産業保健関係者、労働組合をはじあとしたlnl.係 者あ協力を
1待

られるよう、

“

署t4・ 働き

かけをイテう。                                   ′

(2)今後4R組 が必要 f4・ 事項にっぃて

ア 国は、地域保健や職域・産業保健に従事する者が肝奥準者等へ提供するために必要な情報にフいて

整理し、分かりやすく効果的に提供するた,あの1情 報ツールを作成する。            ヽ

工 国は、肝炎医療費助成制度、高額療養費制度、傷痛手当全みび障害年全等の肝炎医療に関係する既

存の制度について、分かりやすくまとめた:り ■フレット等を作成し、F炎 の治書を進める際に医療

:機関や肝疾鳥相談センター等における活用を1性 準する●,    ‐     ,   ‐
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【8ページ】       | | |‐ . :

箸8F人 に関する啓発及び
～
識の普及並び|「 肝炎患.者 等の人権の専重に関する事項

て2)今後象組が必要な事項にらいて

ウ 国は、計炎恙者等や医師等の医療従事者、職成・産業保健に従事する者、事業主等の関係者に向け
‐■て、各々の立場で必要な1音 響1整理し、肝炎あ病態や治療方法、予防のために必義な事項にらt、 て

の分かりやすいリーフレ、ット等を―作成し、情報提供する。              |  ‐ _

カ ロはt「療堡険者や■本‐二がけ炎ウイ′レス検奎を寒施する場合の検査結果の車薇ヽ`について、プラ

イパ
_シ

ニに配慮した迪.工 な通知と検査結果の取扱ヽヽ||うぃて改めて周知する。     | | ~‐
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